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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用済みの内視鏡の外表面及び前記内視鏡が内部に具備する管路内を洗滌消毒する内視
鏡洗滌消毒装置において、
　装置本体と、
　前記装置本体に設けられた、前記内視鏡が収容される洗滌消毒槽と、
　前記洗滌消毒槽に設けられた、前記内視鏡が具備する前記管路内に流体を供給するポー
ト部と、
　前記ポート部に接続される第１のコネクタと、
　前記内視鏡の前記管路の開口に接続される第２のコネクタと、
　前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとを連通する連通部材と、
　前記洗滌消毒槽内の流体を、前記内視鏡の前記管路内に供給する、前記装置本体内、前
記ポート部内、前記第１のコネクタ内、前記第２のコネクタ内、前記連通部材内に形成さ
れた流体供給路と、
　前記装置本体に対し前記洗滌消毒槽を開閉自在な開閉部材と、
　前記流体供給路に設けられた、前記内視鏡の前記管路内の洗滌消毒の際、前記流体供給
路から前記流体を噴出させて、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知する流
体告知手段と、
　前記開閉部材において、少なくとも前記流体の流れを視認可能な位置に形成された透明
部材と、
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　を具備していることを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項２】
　前記流体告知手段は、前記装置本体内の前記流体供給路と、前記装置本体と前記開閉部
材との間の空間とを連通する、前記装置本体の前記流体供給路に接続された管路部材であ
り、
　前記装置本体内の前記流体供給路から、前記管路部材を介して前記流体を噴出すること
によって、該噴出した前記流体の流れを、前記透明部材を介して視認可能とすることによ
り、前記管路部材は、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項３】
　前記流体告知手段は、前記ポート部内の前記流体供給路と、前記装置本体と前記開閉部
材との間の空間とを連通する、前記ポート部の前記流体供給路に接続された管路部材であ
り、
　前記ポート部内の前記流体供給路から、前記管路部材を介して前記流体を噴出すること
によって、該噴出した前記流体の流れを、前記透明部材を介して視認可能とすることによ
り、前記管路部材は、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項４】
　前記流体告知手段は、前記連通部材内の前記流体供給路と、前記装置本体と前記開閉部
材との間の空間とを連通する、前記連通部材に設けられた孔であり、
　前記連通部材内の前記流体供給路から、前記孔を介して前記流体を噴出することによっ
て、該噴出した前記流体の流れを、前記透明部材を介して視認可能とすることにより、前
記孔は、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知することを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項５】
　前記流体告知手段は、前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部との少なくとも一
方における内部に設けられた前記流体供給路と、前記装置本体と前記開閉部材との間の空
間とを連通する、前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部との少なくとも一方に形
成された管路であり、
　前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部との少なくとも一方における内部に設け
られた前記流体供給路から、前記管路を介して前記流体を噴出することによって、該噴出
した前記流体の流れを、前記透明部材を介して視認可能とすることにより、前記管路は、
前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知することを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項６】
　前記流体告知手段は、前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部と前記ポートとの
少なくとも１つにおける内部に設けられた前記流体供給路と、前記装置本体と前記開閉部
材との間の空間とを連通する、前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部と前記ポー
トとの少なくとも１つに対して着脱自在なチューブであり、
　前記第１のコネクタ部と前記第２のコネクタ部と前記ポートとの少なくとも１つにおけ
る内部に設けられた前記流体供給路から、前記チューブを介して前記流体を噴出すること
によって、該噴出した前記流体の流れを、前記透明部材を介して視認可能とすることによ
り、前記チューブは、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項７】
　内部に管路を備えた内視鏡と、
　装置本体と、前記装置本体に設けられた、前記内視鏡が収容される洗滌消毒槽と、前記
洗滌消毒槽に設けられた、前記内視鏡が具備する前記管路内に流体を供給するポート部と
、前記ポート部に接続される第１のコネクタと、前記内視鏡の前記管路の開口に接続され
る第２のコネクタと、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとを連通する連通部材と
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、前記洗滌消毒槽内の流体を、前記内視鏡の前記管路内に供給する、前記装置本体内、前
記ポート部内、前記第１のコネクタ内、前記第２のコネクタ内、前記連通部材内に形成さ
れた流体供給路と、前記装置本体に対し前記洗滌消毒槽を開閉自在な開閉部材と、前記流
体供給路に設けられた、前記内視鏡の前記管路内の洗滌消毒の際、前記流体供給路から前
記流体を噴出させて、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知する流体告知手
段と、前記開閉部材において、少なくとも前記流体の流れを視認可能な位置に形成された
透明部材と、を具備する内視鏡洗滌消毒装置と、
　を有していることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用済みの内視鏡を洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置、及び内視鏡システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　体腔内の検査や治療の目的に使用される内視鏡は、体腔内に挿入する挿入部の外表面だ
けでなく、送気送水管路、吸引管路を兼ねる鉗子管路等の各内視鏡管路内にも汚物が付着
する。そのため、使用済みの内視鏡は、外表面に限らず、必ず各管路内までも洗滌、消毒
する必要がある。
【０００３】
　一般に、洗滌消毒装置を用いて内視鏡の洗滌処理、及び消毒処理を行う場合、先ず、洗
滌消毒装置本体（以下、単に装置本体と称す）の洗滌消毒槽内に使用済みの内視鏡を収容
、セットする。次いで、内視鏡管路内も洗滌消毒するため、洗滌消毒槽に設けられた、内
視鏡管路内へ液体及び気体等の流体を供給するためのポートと、内視鏡の外表面に開口す
る管路接続口とをチューブ等を介して接続する。
【０００４】
　次いで、洗滌消毒槽に、蓋体を閉成した後、処理開始スイッチをＯＮする。すると、最
初に洗滌工程が開始され、次いで消毒工程が開始される。洗滌工程では、先ず、洗滌消毒
槽内に洗滌液が供給される。そして、この洗滌液が所定水位に達した後、洗滌が開始され
る。洗滌液は循環しており、その水流にて内視鏡の外表面が洗滌される。
【０００５】
　また、この際、ポートから吐出された、循環ポンプで吸引した洗滌消毒槽内の洗滌液が
、各内視鏡管路内に、チューブ及び管路接続口を介して導入される。このことにより、内
視鏡管路内は、導入された洗滌液の水圧により洗滌される。
【０００６】
　洗滌工程終了後は、消毒工程において洗滌消毒槽及び管路内に、洗滌液の供給と同様に
消毒液を供給して内視鏡外表面及び管路内の消毒を行い、次いで、洗滌液の供給と同様に
すすぎ水を供給して、内視鏡外表面及び管路内のすすぎを行い、最後に乾燥工程において
、内視鏡外表面及び管路内に、洗滌液及び消毒液の供給と同様に空気またはアルコールを
供給することにより、内視鏡外表面及び管路内の乾燥を促進させて、一連の工程が終了す
る。
【０００７】
　ところで、ポートと内視鏡の管路接続口とをチューブ等を介して接続して内視鏡管路内
に流体を供給する際、装置本体内のポンプや供給管路の弁等に異常が発生したり、装置本
体内の供給管路に、異物詰まりが発生したりすると、洗滌消毒装置から内視鏡管路への流
体の供給が適切に行われない可能性がある。
【０００８】
　よって、流体の供給を適切に行うため、洗滌消毒工程前または洗滌消毒工程中に、ユー
ザによって洗滌消毒装置から内視鏡管路内への流体の供給状態を簡単に識別できることが
望ましい。
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【０００９】
　このような事情に鑑み、例えば特許文献１には、洗滌消毒装置を用いて洗滌消毒工程を
行う前に、装置本体内のポンプや弁に異常が発生していないか、装置本体における供給管
路に詰まりが発生していないか等の点検を、専用の点検具を用いて装置本体における供給
管路内の流体の流れを確認することにより行う手法が開示されている。
【００１０】
　具体的には、点検具を、洗滌消毒装置の洗滌チューブが接続されるポートに取り付けて
装置を作動させた後、ユーザは、点検具に連結された羽根車、球体等の動作や洗滌消毒装
置に閉成された蓋体への流体の噴射を目視することにより、装置本体における供給管路内
の流体の流れを、ユーザは外観から簡単に確認することができるようになっている。
【００１１】
　また、特許文献２には、装置本体内に、圧力、または流量センサ等を設けることにより
、電気的にポンプや弁の異常や、装置本体における供給管路内の詰まり等の点検を行うと
いった手法が開示されている。
【００１２】
　具体的には、洗滌消毒装置の流体の供給能力の閾値をあらかじめ装置に記憶させておい
た状態で装置を動作させてポンプや弁、供給管路等の点検を行った後、圧力または流量セ
ンサ等で測定した測定値と、装置に記憶されている閾値とを比較する。
【００１３】
　このことにより、所定量の流体が供給管路内を流れているか否かをユーザに告知するこ
とで、ユーザは目視確認が不要で、供給管路内の流体の流れを簡単に確認することができ
るようになっている。
【００１４】
　さらに、特許文献３には、洗滌消毒工程前のみならず、洗滌消毒工程の最中であっても
、ポンプや弁、供給管路等の点検を行う手法が開示されている。
【００１５】
　具体的には、洗滌消毒装置の流体の供給能力のみならず、洗滌消毒装置によって洗滌消
毒される内視鏡の管路の径等の情報や流量特性値の閾値を、あらかじめ装置に記憶させて
おいた状態で装置を動作させて洗滌消毒工程を行う。
【００１６】
　次いで、洗滌消毒工程の最中に、圧力または流量センサ等で測定した測定値と、装置に
記憶されている閾値とを比較することにより、所定量の流体が装置本体における供給管路
内を流れているか否かをユーザに告知することで、ユーザは目視確認が不要で、供給管路
内の流体の流れを洗滌消毒工程中に簡単に確認することができるようになっている。
【特許文献１】特開平９－２５３０２８号公報
【特許文献２】特開２００１－０２９９６９７号公報
【特許文献３】特開２００２－６５６０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、特許文献１に開示された手法においては、洗滌消毒本体の供給管路内の
流体の流れを確認するに際し、専用の点検具を別途用意しなくてはならないといった問題
があり、また洗滌消毒工程中は、供給管路内の流体の流れを詳細に確認することは難しい
といった問題があった。
【００１８】
　また、特許文献２に開示された手法においては、装置本体に圧力または流量センサを設
けることで、洗滌消毒装置の製造コストが増大してしまう他、特許文献１と同様、洗滌消
毒工程中は、供給管路内の流体の流れを確認することができないといった問題があった。
【００１９】
　よって、特許文献１及び特許文献２に開示された手法においては、洗滌消毒工程の前に
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必ず、供給管路内の流体の流れを確認する工程を行わなくてはならず、作業時間が増大す
るばかりか、ユーザにとって手間である。
【００２０】
　さらに、特許文献３に開示された手法においては、確かに洗滌消毒工程中に供給管路内
の流体の流れを確認することはできるが、洗滌消毒装置に、内視鏡の管路情報を読み取る
手段が必要となる他、内視鏡の管路の径等は、内視鏡の種類に応じて多岐に渡るため、流
量特性値の閾値を設定することは難しいといった問題がある。また、洗滌消毒装置に、内
視鏡の管路情報を事前入力する必要があり、ユーザにとって手間である。
【００２１】
　また，洗滌消毒装置の洗滌チューブが接続されるポートが複数設けられている場合、ポ
ート毎に、各種センサを設けなければ、各ポートに対する供給管路の流体の流れを電気的
に確認することは困難である。
【００２２】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、洗滌消毒工程中に、装置本
体における供給管路内の流体の流れを、別途点検具を用意しなくとも、低コストにて外観
から簡単に視覚的に確認することができる内視鏡洗滌消毒装置、及び内視鏡システムを提
供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するために本発明による内視鏡洗滌消毒装置は、使用済みの内視鏡の外
表面及び前記内視鏡が内部に具備する管路内を洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置において
、装置本体と、前記装置本体に設けられた、前記内視鏡が収容される洗滌消毒槽と、前記
洗滌消毒槽に設けられた、前記内視鏡が具備する前記管路内に流体を供給するポート部と
、前記ポート部に接続される第１のコネクタと、前記内視鏡の前記管路の開口に接続され
る第２のコネクタと、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタとを連通する連通部材と
、前記洗滌消毒槽内の流体を、前記内視鏡の前記管路内に供給する、前記装置本体内、前
記ポート部内、前記第１のコネクタ内、前記第２のコネクタ内、前記連通部材内に形成さ
れた流体供給路と、前記装置本体に対し前記洗滌消毒槽を開閉自在な開閉部材と、前記流
体供給路に設けられた、前記内視鏡の前記管路内の洗滌消毒の際、前記流体供給路から前
記流体を噴出させて、前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知する流体告知手
段と、前記開閉部材において、少なくとも前記流体の流れを視認可能な位置に形成された
透明部材と、を具備していることを特徴とする。
【００２４】
　また、内視鏡システムは、内部に管路を備えた内視鏡と、装置本体と、前記装置本体に
設けられた、前記内視鏡が収容される洗滌消毒槽と、前記洗滌消毒槽に設けられた、前記
内視鏡が具備する前記管路内に流体を供給するポート部と、前記ポート部に接続される第
１のコネクタと、前記内視鏡の前記管路の開口に接続される第２のコネクタと、前記第１
のコネクタと前記第２のコネクタとを連通する連通部材と、前記洗滌消毒槽内の流体を、
前記内視鏡の前記管路内に供給する、前記装置本体内、前記ポート部内、前記第１のコネ
クタ内、前記第２のコネクタ内、前記連通部材内に形成された流体供給路と、前記装置本
体に対し前記洗滌消毒槽を開閉自在な開閉部材と、前記流体供給路に設けられた、前記内
視鏡の前記管路内の洗滌消毒の際、前記流体供給路から前記流体を噴出させて、前記流体
供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知する流体告知手段と、前記開閉部材において、
少なくとも前記流体の流れを視認可能な位置に形成された透明部材と、を具備する内視鏡
洗滌消毒装置と、を有していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、洗滌消毒工程中に、装置本体における供給管路内の流体の流れを、別
途点検具を用意しなくとも、低コストにて外観から簡単に視覚的に確認することができる
内視鏡洗滌消毒装置、及び内視鏡システムを提供することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。 
（第１実施の形態）
　図１は、本発明の第１実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図、図２は、図１の
トップカバーが開成され、洗滌消毒槽に内視鏡が収容自在な状態を示す内視鏡洗滌消毒装
置の斜視図である。
【００２７】
　また、図３は、図２の送気送水／鉗子口用ポートとチューブのコネクタとの接続状態を
示す拡大断面図、図４は、図３のコネクタのみをさらに拡大して示した断面図、図５は、
図４のコネクタをＶの方向から見た背面図、図６は、図２のトップカバーの部分拡大上面
図である。
【００２８】
　同図に示すように、内視鏡洗滌消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗滌、消毒す
るための装置であり、洗滌装置本体（以下、単に装置本体と称す）２と、その上部に、例
えば図示しない蝶番を介して開閉自在に接続された開閉部材であるトップカバー３とによ
り、主要部が構成されている。
【００２９】
　図１に示すように、トップカバー３が、装置本体２の上部に閉成されている状態では、
装置本体２とトップカバー３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位置
に配設された、例えばラッチ８により施錠される構成となっている。
【００３０】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左半部
の上部に、洗剤／アルコールトレー１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設され
ている。
【００３１】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗滌するに際し用いる液体である洗
剤が注入されたタンク１１ａ、及び洗滌消毒後の内視鏡１００を乾燥する際に用いられる
液体であるアルコールが注入されたタンク１１ｂが収納されており、洗剤／アルコールト
レー１１が、引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ，１１ｂに、所定に液体が補充
できるようになっている。
【００３２】
　尚、タンク１１ａに注入された洗剤は、給水フィルタにより濾過処理がされた水道水に
より所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。尚、本実施の形態では、以下の説明におい
て、前記洗剤と前記水道水との混合液を洗滌液という。
【００３３】
　また、洗剤／アルコールトレー１１には、窓部１１ｍが設けられており、該窓部１１ｍ
により、各タンク１１ａ，１１ｂに注入されている洗剤及びアルコールの残量が操作者に
よって確認できるようになっている。
【００３４】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、液体である、例えば過酢酸等の消毒液が注入されたボトル１２
ａが収納されており、カセットトレー１２が、引き出し自在なことにより、ボトル１２ａ
に、所定に液体が補充できるようになっている。
【００３５】
　さらに、装置本体２の前面であって、カセットトレー１２の上部に、洗滌消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉成されたトップカバー
３を、操作者の踏み込み操作により、図２に示すように、装置本体２の上方に開成するた
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めのペダルスイッチ１４が配設されている。
【００３６】
　また、図２に示すように、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の図中
右端寄りに、装置本体２の洗滌，消毒動作スタートスイッチ、及び洗滌，消毒モード選択
スイッチ等の設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００３７】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する側に、装置本体２
に水道水を供給するための、水道栓に接続されたホースが接続される給水ホース接続口３
１が配設されている。尚、給水ホース接続口３１には、水道水を濾過するメッシュフィル
タが配設されていてもよい。
【００３８】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、上方に開口する内視鏡収容口をトップカバー
３によって開閉される、内視鏡１００が収容自在な洗滌消毒槽４が設けられている。洗滌
消毒槽４は、槽本体５０と該槽本体５０の内視鏡収容口の外周縁に連続して周設されたテ
ラス部５１とにより構成されている。
【００３９】
　槽本体５０は、使用後の内視鏡１００が洗滌消毒される際、該内視鏡１００が収容自在
であり、槽本体５０の槽内の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された流体であ
る、洗滌液，水，消毒液等を、槽本体５０から排水するための排水口５５が設けられてい
る。
【００４０】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供
給された洗滌液，水，消毒液等を、槽本体５０から後述する手段を介して内視鏡１００の
内部に配設された各管路に供給する、後述する給水循環ノズル２４から槽本体５０に再度
上記液体を供給するための循環口５６が設けられている。尚、循環口には、洗滌液，水，
消毒液等を濾過するフィルタが設けられていても良い。
【００４１】
　また、この循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口５
６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、より早く水没するため、内視鏡１００
の各管路、または再度槽本体５０への、洗滌液，水，消毒液等の供給タイミングを早める
ことができる。さらに、使用者が循環口５６に設けられたフィルタ等を交換するに際し、
底面に設けられていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００４２】
　また、洗滌消毒槽４の槽本体５０の底面５０ｔの略中央には、内視鏡洗滌消毒装置１の
図示しない内部の給水管に消毒液を供給し、この給水管を消毒する管路消毒用ポート７が
配設されている。
【００４３】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗滌液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。
【００４４】
　洗滌消毒槽４のテラス部５１は、斜め上方に指向する傾斜面、具体的には、槽本体５０
の、例えば底面５０ｔに対して、略０°，１８０°及び９０°以外の規定の角度θ傾斜し
た（図１０参照）周状の面（以下、テラス面と称す）５１ｔを有して形成されている。尚
、テラス部５１の傾きは、底面５０ｔに限らず、側面５０ｓを基準にしても良い。また、
テラス面５１ｔは、傾斜面に限定されない。
【００４５】
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、
槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから、図示しないポンプにより、洗滌液を供給する
ための洗剤ノズル２２が配設されている。尚、洗剤ノズル２２は、テラス面５１ｔに配設
されていても良い。
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【００４６】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔに、図示しない消毒液タンクから、図示しないポ
ンプにより、消毒液を供給するための消毒液ノズル２３が配設されており、さらに、テラ
ス面５１ｔに、槽本体５０に対し、洗滌、あるいはすすぎに使用する水を供給する、また
は槽本体５０の循環口５６から吸引した洗滌液，水，消毒液等を、再度槽本体５０に供給
するための給水循環ノズル２４が配設されている。
【００４７】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの操作者用操作位置４ｋに対向する側に、内視鏡
１００の内部に設けられた後述する各管路に、洗滌液，水，アルコール，消毒液、または
エア等の流体（以下、まとめて単に流体と称す）を供給するための２つの送気送水／鉗子
口用ポート３３と、副送水／鉗子起上用ポート３４と、２つの漏水検知用ポート３５とが
配設されている。尚、各ポート３３～３５の個数は、上述した個数に限定されない。
【００４８】
　送気送水／鉗子口用ポート３３，副送水／鉗子起上用ポート３４及び漏水検知用ポート
３５は、テラス面５１ｔが、槽本体５０の、例えば底面５０ｔに対して、略０°，１８０
°及び９０°以外の規定の角度θ傾斜した面から形成されていることから、テラス面５１
ｔに、斜め上方に指向する状態で、具体的には、槽本体の底面５０ｔに対して、略０°，
１８０°及び９０°以外の規定の角度θを有して傾斜して配設されている。
【００４９】
　その結果、ポート３３～３５は、操作者がポート３３～３５に、後述するチューブ１５
０の第１のコネクタ（以下、単にコネクタと称す）１５１が接続しやすいよう、操作者に
対向するように配設されている。尚、送気送水／鉗子口用ポート３３の傾きの基準は、底
面５０ｔに限定されず、側面５０ｓを基準としてもよい。
【００５０】
　また、送気送水／鉗子口用ポート３３は、略円筒状を有しており、図３に示すように、
ポート３３の基端部側の外周には、円盤状の外向フランジ３３ｆが形成されている。さら
に、ポート３３のコネクタ１５１が接続される先端側の外周には、接続後のポート３３と
、コネクタ１５１とを水密に保つＯリング３３ｇが嵌合されている。
【００５１】
　さらに、送気送水／鉗子口用ポート３３の内部は、肉厚に形成されており、該内部に、
流体を供給するための流体供給路３３ｈが形成されている。また、送気送水／鉗子口用ポ
ート３３の内部には、Ｏリング３３ｐを介して供給弁３３ｂが配設されている。
【００５２】
　尚、図３では、Ｏリング３３ｐが、送気送水／鉗子口用ポート３３の内部の内壁から離
間した状態を示している。また、供給弁３３ｂの底部と、送気送水／鉗子口用ポート３３
の内部に形成された底面３３ｕとの間には、バネ２３３が配設されている。
【００５３】
　よって、供給弁３３ｂは、送気送水／鉗子口用ポート３３の内部の底面３３ｕに、バネ
２３３を介して支持されることから、送気送水／鉗子口用ポート３３の内部の内壁を、先
端側と基端側を結ぶ方向に摺動自在となるよう配設されている。
【００５４】
　尚、副送水／鉗子起上用ポート３４、漏水検知用ポート３５も、図示しないが、同様の
構成を有している。
【００５５】
　送気送水／鉗子口用ポート３３は、槽本体５０に設けられた循環口５６に、装置本体２
の内部に配設された、図示しないポンプ及び流体供給路である供給管路２ｈ（図３参照）
等を介して接続されている。尚、以下、装置本体２の流体供給路にも符号２ｈを付す。ま
た、送気送水／鉗子口用ポート３３は、装置本体２に配設された図示しないコンプレッサ
とも接続されている。
【００５６】
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　使用済みの内視鏡１００が、洗滌消毒槽４に収容された際、２つの送気送水／鉗子口用
ポート３３には、一端が、内視鏡１００の内部に配設された送気送水／吸引用管路の外表
面の管路接続口（以下、単に開口と称す）３７，３８、または処置具挿通用管路の外表面
の開口４０（いずれも図２参照）にコネクタ１５２を介して（図１１参照）接続された、
連通部材である洗滌チューブ（以下、単にチューブと称す）１５０の他端のコネクタ１５
１がそれぞれ接続されるようになっている。尚、チューブ１５０は、例えばシリコンによ
り形成されており、内部は、流体を供給する際の流体供給路１５０ｈを構成している。
【００５７】
　即ち、２つの送気送水／鉗子口用ポート３３は、チューブ１５０を介して、内視鏡１０
０の内部に配設された送気送水／吸引用管路の外表面の開口３７，３８、または処置具挿
通用管路の外表面の開口４０と接続される。尚、この際、２つのポート３３と、開口３７
，３８、または開口４０とは、分岐チューブを用いるなどして、１対１で接続しなくても
良い。
【００５８】
　コネクタ１５１は、図３～図５に示すように、外周の一部に、チューブ１５０の端部が
装着される筒状の装着部１５１ｒが形成された略円柱状に形成されており、該コネクタ１
５１の内部には、ポート３３へ接続する側に開口するハット状の溝１５１ｍが形成されて
いる。
【００５９】
　また、周状の溝１５１ｍの底部の略中央に、溝１５１ｍがポート３３へ接続する側に開
口する方向に延出する押しピン１５１ｆがコネクタ１５１と一体に形成されている。押し
ピン１５１ｆは、コネクタ１５１をポート３３に接続した際、ポート３３の供給弁３３ｂ
を押圧するものである。
【００６０】
　さらに、コネクタ１５１には、溝１５１ｍと、装着部１５１ｒの内部に形成された流体
供給路１５１ｒｈとを連通する流体供給路１５１ｈが形成されている。
【００６１】
　また、コネクタ１５１には、該コネクタ１５１の外方、詳しくは、装置本体２にトップ
カバー３を閉成した際、装置本体２とトップカバー３との間の空間９０（図１０参照）と
流体供給路１５１ｈとを連通する、流体の流れを視覚的に告知する流体告知手段である少
なくとも孔から形成された管路１５１ｔが形成されている。
【００６２】
　管路１５１ｔは、装置本体２から内視鏡１００へ流体を供給するに際し、図示しないポ
ンプの水圧により、各流体供給路２ｈ，３３ｈ，１５１ｈ，１５１ｒｈ，１５０ｈを流れ
る流体を、コネクタ１５１の外部に噴出することにより、洗滌消毒工程中に、装置本体２
の図示しないポンプや弁に異常が発生していないか、供給管路２ｈに詰まりがないかどう
かを、該噴出した流体からユーザが視認により確認するためのものである。
【００６３】
　尚、管路１５１ｔの孔径は、ポンプの水圧により、各流体供給路２ｈ，３３ｈ，１５１
ｈ，１５１ｒｈ，１５０ｈを流れる流体の流れを阻害しない径、例えば装置本体２の供給
管路２ｈの管路径以下の径に形成されている。
【００６４】
　さらに具体的には、供給管路２ｈの管路径がφ１．６～φ５．０に形成されている場合
、管路１５１ｔの孔径は、供給管路２ｈの管路径の１５～６５％の大きさの径であると、
所望の噴出量が得られユーザの視認性がよい。
【００６５】
　よって、供給管路２ｈの管路径がφ１．６の場合は、管路１５１ｔの孔径は、φ０．２
４～φ１の範囲で、供給管路２ｈの管路径がφ５．０の場合は、管路１５１ｔの孔径は、
φ０．７５～φ３．３の範囲で視認性の良好な噴出量を確保できる。
【００６６】
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　また、コネクタ１５１の外周には、コネクタ１５１をポート３３に接続した際、ポート
３３の外周に形成された外向フランジ３３ｆに係止される、例えば２つの爪部１５１ｐが
形成されている。
【００６７】
　このように構成されたコネクタ１５１を、送気送水／鉗子口用ポート３３に接続すると
、図３に示すように、コネクタ１５１の下部に形成されたハット状の溝１５１ｍの内周が
、ポート３３の外周に形成されたＯリング３３ｇを介して、ポート３３の外周に水密的に
嵌合された後、２つの爪部１５１ｐが外向フランジ３３ｆに係止される。
【００６８】
　また、この際、コネクタ１５１の押しピン１５１ｆが、ポート３３の流体供給路３３ｈ
に嵌入して、バネ２３３によって、ポート３３の供給弁３３ｂを押圧した結果、Ｏリング
３３ｐは、ポート３３の内部から離間し、流体供給路３３ｈと供給弁３３ｂとの間に間隙
が生じる。
【００６９】
　このことにより、送気送水／鉗子口用ポート３３は、槽本体５０から循環口５６より吸
引した洗滌液，水，消毒液等、または装置本体２のコンプレッサから送気されたエアを、
チューブ１５０，コネクタ１５１，開口３７，３８，４０を介して、各流体供給路３３ｈ
，１５１ｈ，１５１ｒｈ，１５０ｈにより、内視鏡１００の送気送水／吸引用管路及び処
置具挿通用管路に供給するようになっている。その結果、内視鏡１００の各管路内は、洗
滌、消毒、すすぎ、乾燥等がなされる。
【００７０】
　尚、副送水／鉗子起上用ポート３４に、洗滌液，水，アルコール，消毒液、またはエア
等を供給する場合、漏水検知用ポート３５にエアを供給する場合も、図示しないが、同様
の接続構成となっている。
【００７１】
　また、副送水／鉗子起上用ポート３４は、槽本体５０に設けられた循環口５６と、装置
本体２に配設された、図示しないポンプ及び流体供給路である供給管路２ｈ（図３参照）
等を介して接続されている。また、副送水／鉗子起上用ポート３４は、装置本体２に配設
された図示しないコンプレッサと、流体供給路である供給管路２ｈを介して接続されてい
る。
【００７２】
　使用済みの内視鏡１００が、洗滌消毒槽４に収容された際、副送水／鉗子起上用ポート
３４にも、一端が、内視鏡１００の内部に配設された副送水／鉗子起上用管路の外表面の
開口４８（図２参照）に接続された、チューブ１５０の他端のコネクタ１５１が上述した
手法により接続されるようになっている。
【００７３】
　即ち、副送水／鉗子起上用ポート３４は、チューブ１５０を介して、内視鏡１００の内
部に配設された副送水／鉗子起上用管路の外表面の開口４８と接続される。尚、このチュ
ーブ１５０及びコネクタ１５１は、ポート３３と開口３７，３８または４０とを接続する
チューブ１５０及びコネクタ１５１とは、別体のものである。
【００７４】
　このことにより、副送水／鉗子起上用ポート３４は、槽本体５０から循環口５６より吸
引した洗滌液，水，消毒液等、または装置本体２のコンプレッサから送気されたエアを、
コネクタ１５１、チューブ１５０、開口４８を介して、内視鏡１００の副送水／鉗子起上
用管路に送気送水する。その結果、内視鏡１００の副送水／鉗子起上用管路内は、洗滌、
消毒、すすぎ、乾燥等がなされる。
【００７５】
　さらに、漏水検知用ポート３５は、装置本体２に配設された、図示しない漏水検知ポン
プと流体供給路である供給管路２ｈ（図３参照）等を介して接続されている。使用済みの
内視鏡１００が、洗滌消毒槽４に収容された際、漏水検知用ポート３５にも、一端が、内
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視鏡１００の内部にエアを送りこむための検知口金３９（図２参照）に単独で接続された
、チューブ１５０の他端のコネクタ１５１が、上述した手法により接続されるようになっ
ている。
【００７６】
　即ち、漏水検知用ポート３５は、チューブ１５０を介して、内視鏡１００の内部にエア
を送りこむための検知口金３９と接続される。尚、このチューブ１５０及びコネクタ１５
１も、ポート３３と開口３７，３８または４０とを接続するチューブ１５０及びコネクタ
１５１や、ポート３４と開口４８とを接続するチューブ１５０及びコネクタ１５１とは、
別体のものである。
【００７７】
　このことにより、漏水検知用ポート３５は、内視鏡１００の内部に漏水検知ポンプから
自動的にエアを供給することにより、内視鏡１００の外表面に小さな孔、亀裂等が開いて
いるか否かの検知を行う。
【００７８】
　尚、内視鏡１００には、色々な形状を有するものがあるため、チューブを用いた上述し
た２つの送気送水／鉗子口用ポート３３と送気送水／吸引用管路の外表面の開口３７，３
８との接続や、副送水／鉗子起上用ポート３４と副送水／鉗子起上用管路の外表面の開口
４８との接続や、漏水検知用ポート３５と検知口金３９との接続は、代表的な例の一つで
あり、このような接続態様で限定されないことは勿論である。
【００７９】
　図２に戻って、トップカバー３の、該トップカバー３を装置本体２に閉成した際、装置
本体２を閉塞する面３ｎであって、各コネクタ３３～３５に近接する位置は、図１に示す
ようにドーム状に盛り上がったドーム部１ｄを有して形成されている。
【００８０】
　ドーム部１ｄは、トップカバー３を装置本体２に閉成し、洗滌消毒工程を行っている最
中に、上述したコネクタ１５１の管路１５１ｔから噴出した流体が吹き付けられる位置に
設けられている。
【００８１】
　また、ドーム部１ｄは、該ドーム部１ｄに吹き付けられる、コネクタ１５１の管路１５
１ｔから噴出した流体をユーザが視認しやすいよう、少なくとも透明部材から形成されて
いる。尚、これに限らずトップカバー３全体を透明部材で形成してもよい。
【００８２】
　さらに、図１に示すように、ドーム部１ｄの外表面には、ユーザにコネクタ１５１の管
路１５１ｔから噴出した流体が吹き付けられる位置を認識させるための指標７０が設けら
れている。指標７０は、図６に示すように、例えば２つの送気送水／鉗子口用ポート３３
、副送水／鉗子起上用ポート３４に接続された各コネクタ１５１から噴出した流体の各位
置がユーザによって識別できるよう、例えば３つのマーク７０ａ～７０ｃにより構成され
ている。尚、該マークは、装置本体２のポートの数に応じて設ければ良いため、３つに限
定されない。
【００８３】
　マーク７０ａ～７０ｃは、図６に示すように、例えば有色であってリング状のシールが
、ドーム部１ｄの外表面に貼着されることにより、トップカバー３に設けられる。
【００８４】
　図７は、図６の指標のマークの変形例を示すトップカバーの部分拡大上面図、図８は、
図７のマークを凸状に形成した例を示す図、図９は、図７のマークをトップカバーの閉塞
面に凹状に形成した例を示す断面図である。
【００８５】
　尚、ドーム部１ｄに貼着されるシールは、有色のリング状のものに限定されず、図７に
示すように、矢印型のものであってもよい。
【００８６】
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　また、マーク７０ａ～７０ｃは、シールに限定されず、図８に示すように、ドーム部１
ｄの外表面を切削することにより、トップカバー３と一体的に凸状に形成してもよい。さ
らには、凹状に形成してもよい。
【００８７】
　さらに、トップカバー３にドーム部１ｄを設けずに、図９に示すように、トップカバー
３の閉塞面３ｎであって、各ポート３３，３４に接続された各コネクタ１５１の管路１５
１ｔから噴出した流体が吹き付けられる位置に、凹状のマーク７０ａ～７０ｃを形成する
ことにより、ユーザに各コネクタ１５１の管路１５１ｔから噴出した流体が吹き付けられ
る位置を認識させても良い。
【００８８】
　即ち、ユーザに、トップカバー３への流体の吹き付け位置を認識させることができる手
段であれば、指標７０は、どんなものであってもよい。
【００８９】
　また、その他の内視鏡洗滌消毒装置１の詳しい構成は、従来のものと同様であるため、
その説明は省略する。
【００９０】
　次に、このように構成された内視鏡洗滌消毒装置１の作用について説明する。図１０は
、洗滌消毒工程中の図１の洗滌消毒槽とトップカバーとを示した図である。 
　尚、内視鏡洗滌消毒装置１の作用は、内視鏡１００の各管路内を洗滌消毒中に、装置本
体２の供給管路２ｈに詰まりが発生しているか否か、またはポンプ、弁に異常が発生して
いるか否かを確認する際の作用以外は、周知であるため、その詳細な説明は省略する。
【００９１】
　また、ここでは、２つの送気送水／鉗子口用ポート３３内、１つのポート３３に連通す
る装置本体２の供給管路２ｈの詰まりが発生しているか否か、及びポンプ、弁に異常が発
生しているか否かを洗滌消毒工程中に確認する方法を、例に挙げて説明する。
【００９２】
　内視鏡検査を終了した使用済みの内視鏡１００を洗滌消毒するに際しては、先ず、装置
本体２のペダルスイッチ１４の操作者の踏み込み操作により、トップカバー３を、装置本
体２の上方に開成した後、１本または２本の内視鏡１００を洗滌消毒槽４の槽本体５０に
収容する。
【００９３】
　その後、内視鏡１００の内部に配設された送気送水／吸引用管路及び処置具挿通用管路
を洗滌消毒するため、送気送水／鉗子口用ポート３３に、一端が、例えば送気送水／吸引
用管路の外表面の開口３７（図２参照）に接続されたチューブ１５０の他端のコネクタ１
５１が接続される。
【００９４】
　また、その後、実際は、副送水／鉗子起上用ポート３４，漏水検知用ポート３５にも、
それぞれに、チューブ１５０の他端のコネクタ１５１が接続される。
【００９５】
　その後、メイン操作パネル２５のスタートスイッチが操作されることにより、洗滌消毒
工程がスタートすると、各工程に応じて、洗滌消毒槽４またはコンプレッサから供給され
た各種流体が、ポンプの水圧により、装置本体２の供給管路２ｈ、ポート３３の流体供給
路３３ｈ、コネクタ１５１の流体供給路１５１ｈ、１５１ｒｈ、チューブ１５０の流体供
給路１５０ｈを介して、内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿通用管路に
供給される。
【００９６】
　この際、一方、装置本体２の供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生していない場合、及
びポンプ、供給管路２ｈの弁に異常が発生していない場合は、ポンプの水圧により、コネ
クタ１５１の流体供給路１５１ｈを流れる流体の一部は、流体供給路１５１ｈに連通する
管路１５１ｔから、コネクタ１５１の外部に噴出される。即ち、管路１５１ｔから確認用
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の流体の流れ（以下、確認流れと称す）６０が発生する。
【００９７】
　尚、確認流れ６０の流量は、内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿通用
管路に供給される流量を阻害しない流量となっている。
【００９８】
　管路１５１ｔから噴出した流体は、図１０に示すように、トップカバー３のドーム部１
ｄの、例えば指標７０ａに吹き付けられる。このことからユーザは、指標７０に吹き付け
られた流体、または確認流れ６０を視認することにより、洗滌消毒工程中に、ポート３３
に連通する装置本体２の供給管路２ｈ内の流体の流れを、ドーム部１ｄから視覚的に確認
することで、供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生していないこと、及びポンプ、供給管
路２ｈの弁に異常が発生していないことをドーム部１ｄから確認する。即ち、装置本体２
から内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿通用管路に、流体が適切に供給
されていることを確認する。
【００９９】
　尚、この際、流体がエアの際は、供給管路２ｈに残留していた液体の流れ、またはドー
ム部１ｄに吹き付けられる残留液体を視認することにより確認する。
【０１００】
　他方、装置本体２の供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生している場合、またはポンプ
、供給管路２ｈの弁に異常が発生している場合は、管路２ｈの詰まり等に起因してコネク
タ１５１の流体供給路１５１ｈを流れる流体が、流体供給路１５１ｈに連通する管路１５
１ｔから、コネクタ１５１の外部に噴出されない、または噴出されてもトップカバー３の
ドーム部１ｄの、例えば指標７０ａに吹き付けられることがない。即ち、確認流れ６０は
発生しない。
【０１０１】
　このことからユーザは、指標７０に流体が吹き付けられないこと、または確認流れ６０
が発生していないことをドーム部１ｄから視認することにより、供給管路２ｈに異物等の
詰まりが発生していること、またはポンプ、供給管路２ｈの弁に異常が発生していること
を確認する。即ち、装置本体２から内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿
通用管路に、流体が適切に供給されていないことを確認する。その後、ユーザは、装置本
体２を停止させる。
【０１０２】
　尚、以上のことは、副送水／鉗子起上用ポート３４に、それぞれ連通する装置本体２の
供給管路２ｈの詰まり、またはポンプ、弁の異常を確認する際も同様である。
【０１０３】
　このように、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１においては、各ポート３３，３４に
接続されるコネクタ１５１に、流体供給路１５１ｈと、装置本体２とトップカバー３との
間の空間９０（図１０参照）とを連通する、少なくとも孔から構成される管路１５１ｔを
形成した。
【０１０４】
　また、トップカバー３に、管路１５１ｔから噴出される流体が吹き付けられるドーム部
１ｄを透明部材により形成し、該ドーム部１ｄの流体が吹き付けられる位置に、指標７０
を設けた。
【０１０５】
　このことにより、各ポート３３，３４に連通する装置本体２の供給管路２ｈに、異物等
の詰まり、またはポンプ、弁の異常が発生しているか否かを、洗滌消毒工程中であっても
、管路１５１ｔから流体がドーム部１ｄの指標７０に吹き付けられているか、または管路
１５１ｔから確認流れ６０が発生しているか否かを、ユーザは視認するのみで確認するこ
とができる。
【０１０６】
　よって、別途、点検具を用意しなくとも、低コストにて外観から視覚的に、供給管路２
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ｈの異物等の詰まり、またはポンプ、弁の異常の発生確認を簡単に行うことができる。そ
の結果、洗滌消毒工程中に、装置本体２から内視鏡１００の各管路に、流体が適切に供給
されていることを簡単に確認することができる。
【０１０７】
　また、指標を各ポート別にシール等で形成することにより、ユーザは、トップカバー３
に吹き付けられる流体の位置、または確認流れ６０が発生している位置を容易に認識する
ことができる。
【０１０８】
　さらには、万が一、洗滌消毒工程中に、コネクタ１５１がポート３３から不意に外れて
も、ユーザは、容易に認識することができる。
【０１０９】
　以下、変形例を示す。 
　図１１は、内視鏡の管路の開口に接続するチューブのコネクタに、流体供給路に挿通す
る管路を設けた変形例を模式的に示す図、図１２は、洗滌消毒装置のポート及び内視鏡の
管路の開口に接続するチューブの各コネクタに、流体供給路に挿通する管路を設けた変形
例を模式的に示す図、図１３は、洗滌消毒装置のポート及び内視鏡の管路の開口に接続す
るチューブに流体供給路に挿通する管路を設けた変形例を模式的に示す図である。
【０１１０】
　本実施の形態においては、ポート３３に連通する装置本体２の供給管路２ｈに詰まりが
発生しているか否か、またはポンプ、弁の異常が発生しているか否かを洗滌消毒中に確認
するため、コネクタ１５１に、該コネクタ１５１の流体供給路１５１ｈに連通する管路１
５１ｔを形成すると示した。
【０１１１】
　これに限らず、図１１に示すように、内視鏡１００の各管路の開口、例えば送気送水／
吸引用管路または処置具挿通用管路に接続されるチューブ１５０の第２のコネクタ（以下
、単にコネクタと称す）１５２に、流体供給路に連通する管路を形成し、コネクタ１５２
に設けられた管路から噴出した流体を確認するようにしても本実施の形態と同様の効果を
得ることができる。
【０１１２】
　また、このことによれば、ポート３３に連通する装置本体２の供給管路２ｈのみならず
、チューブ１５０の流体供給路１５０ｈの詰まりも、洗滌消毒中に確認することができる
。
【０１１３】
　またこのことは、装置本体２から内視鏡１００の各管路への流体の流れを阻害しない程
度であれば、図１２に示すように、流体供給路と挿通する管路は、コネクタ１５１とコネ
クタ１５２との両方に形成しても図１１と同様の効果を得ることができる。
【０１１４】
　さらには、図１３に示すように、チューブ１５０の中途位置に、継ぎ手パイプ１５３等
を設け、該パイプ１５３に、流体供給路と挿通する管路を設けても本実施の形態と同様の
効果を得ることができる。尚チューブ１５０の中途位置に設けられるものは、継ぎ手パイ
プに限定されない。
【０１１５】
　また、以下、さらに別の変形例を示す。 
　図１４は、図２の装置本体のポートが洗滌消毒槽の底面と略平行なテラス部に設けられ
ている変形例の際のポートとコネクタとの接続状態を示す図、図１５は、図２の装置本体
のポートが洗滌消毒槽の底面と略垂直なテラス部に設けられている変形例の際のポートと
コネクタとの接続状態を示す図である。
【０１１６】
　本実施の形態においては、装置本体２の各ポート３３～３５は、槽本体５０の、例えば
底面５０ｔに対して、略０°，１８０°及び９０°以外の規定の角度θ傾斜したテラス面
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５１ｔに設けられていると示した。
【０１１７】
　これに限らず、図１４に示すように、装置本体２の各ポート３３～３５が、洗滌消毒槽
４の底面５０ｔと略平行なテラス部５１のテラス面５１ｔに設けられている場合であって
も本実施の形態が適用可能であるということは云うまでもない。
【０１１８】
　さらには、図１５に示すように、装置本体２の各ポート３３～３５が、洗滌消毒槽４の
底面５０ｔと略垂直なテラス部５１のテラス面５１ｔに設けられている場合であっても本
実施の形態が適用可能であるということは云うまでもない。
【０１１９】
　また、コネクタ１５１に形成された流体供給路１５１ｈに連通する管路１５１ｔは、１
つに限らず、装置本体２から内視鏡１００の各管路への流体の流れを阻害しないのであれ
ば、図１４、図１５に示すように、確認流れ６０があらゆる方向に発生するよう、即ち任
意の方向に確認流れ６０が発生するよう、コネクタ１５１にいくつ形成してもよいという
ことは勿論である。
【０１２０】
　さらに、管路１５１ｔは、図１４、図１５に示すように、コネクタ１５１の外表面から
延出するよう、コネクタ１５１に設けても良いということは云うまでもない。
【０１２１】
　またさらに、以下、別の変形例を示す◎
　図１６は、流体供給路と連通する管路をコネクタ以外に設けた変形例を示す図、図１７
は、流体供給路と連通する管路を流体供給路に対して着脱自在なチューブにより構成した
変形例を示す図である。
【０１２２】
　本実施の形態においては、流体供給路から流体を噴出させるため、コネクタ１５１に、
流体供給路１５１ｈと連通する、少なくとも孔から構成された管路１５１ｔを形成すると
示した。
【０１２３】
　これに限らず、流体供給路から流体を噴出させる管路は、コネクタ１５１以外に形成し
てもよい。具体的には、図１６に示すように、ポート３３に、該ポート３３の流体供給路
３３ｈと連通し、流体を空間９０（図１０参照）に噴出する流体告知手段である管路３３
ｔを設けてもよい。
【０１２４】
　尚、該管路は、ポート３３同様、ポート３４に設けても良いことは云うまでもない。さ
らには、ポート３３の上流側であって、装置本体２に、該装置本体２の供給管路２ｈと連
通し、流体を空間９０（図１０参照）に噴出する流体告知手段である管路２ｔを設けても
よい。また、管路は、直線形状に限らず、図１６に示すように、流体をドーム部１ｄに吹
き付けやすくするよう、屈曲形状を有していてもよい。
【０１２５】
　また、図１７に示すように、例えばコネクタ１５１の流体供給路１５１ｈと連通する管
路１５１ｔは、該流体供給路１５１ｈに対し着脱自在なチューブであってもよい。尚、こ
のチューブは、ポート３３の流体供給路３３ｈ、装置本体２の流体供給路２ｈに対して着
脱自在であってもよい。勿論、ポート３４に対して着脱自在であってもよい。
【０１２６】
　このように、管路をチューブにより形成すれば、該チューブの流体噴出口を、トップカ
バー３のドーム部１ｄのみならず、ユーザの見やすい位置に自在に移動させて配置させる
ことができる。
【０１２７】
（第２実施の形態）
　図１８は、本発明の第２実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の洗滌消毒槽のポートに
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、動作部材を有するチューブのコネクタが接続された状態を示す図である。
【０１２８】
　本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置の構成は、上記図１～図１７に示した第１実施の形
態の内視鏡洗滌消毒装置１と比して、装置本体の流体供給路の詰まり、またはポンプ、弁
の異常を確認するに際し、ポート等に、流体供給路と連通し、流体を流体供給路から空間
９０に噴出する管路を設けずに行う点が異なる。よって、この相違点のみを説明し、第１
実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。尚、以下、送気送水
／鉗子口用ポート３３に接続されるコネクタを有するチューブ１５０を例に挙げて説明す
る。
【０１２９】
　図１８に示すように、洗滌消毒槽４のテラス部５１に設けられたポート３３に、一端が
、内視鏡１００の内部に配設された、例えば送気送水／吸引用管路の開口３７にコネクタ
１５２を介して（図１１参照）接続された、チューブ１５０の他端のコネクタ２５１が接
続されるようになっている。
【０１３０】
　尚、本実施の形態のコネクタ２５１は、図示しない流体供給路に連通する管路は、形成
されていない。尚、それ以外のコネクタ２５１の構成は、上述した第１実施の形態のコネ
クタ１５１と同一であるため、その詳しい説明は省略する。
【０１３１】
　チューブ１５０の中途位置に、流体の流れに応じて動作する、流体告知手段である動作
部材２１０が着脱自在に接続されている。動作部材２１０は、例えば流体の流れに応じて
回動する水車２１０ａと、流体の流れに応じて回動する球体２１０ｂとにより構成されて
いる。
【０１３２】
　尚、動作部材２１０の水車２１０ａ、球体２１０ｂは、内視鏡１００の各管路に供給す
る流体量に応じて回動するものが選択され接続されている。
【０１３３】
　また、動作部材２１０は、水車２１０ａ、または球体２１０ｂのみで構成してもよい。
また、動作部材は、水車２１０ａ、球体２１０ｂに限定されず、流体の流れに応じて動作
するものであれば、どのようなものであってもよい。
【０１３４】
　次に、このように構成された本実施の形態の作用について説明する。 
　内視鏡検査を終了した使用済みの内視鏡１００を洗滌消毒するに際しては、先ず、装置
本体２のペダルスイッチ１４の操作者の踏み込み操作により、トップカバー３を、装置本
体２の上方に開成した後、１本または２本の内視鏡１００を洗滌消毒槽４の槽本体５０に
収容する。
【０１３５】
　その後、内視鏡１００の内部に配設された送気送水／吸引用管路及び処置具挿通用管路
を洗滌消毒するため、送気送水／鉗子口用ポート３３に、一端が、例えば送気送水／吸引
用管路の外表面の開口３７（図２参照）に接続されたチューブ１５０の他端のコネクタ２
５１が接続される。
【０１３６】
　また、その後、実際は、副送水／鉗子起上用ポート３４，漏水検知用ポート３５にも、
それぞれに、チューブ１５０の他端のコネクタ２５１が接続され、さらにチューブ１５０
の中途位置に、動作部材２１０が接続される。
【０１３７】
　その後、メイン操作パネル２５のスタートスイッチが操作されることにより、洗滌消毒
工程がスタートすると、各工程に応じて、洗滌消毒槽４またはコンプレッサから供給され
た各種流体が、ポンプの水圧により、装置本体２の供給管路２ｈ、ポート３３の流体供給
路３３ｈ、コネクタ２５１の流体供給路、チューブ１５０の流体供給路１５０ｈを介して
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、内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿通用管路に供給される。
【０１３８】
　この際、一方、装置本体２の供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生していない場合、及
びポンプ、供給管路２ｈの弁に異常が発生していない場合は、流体は、チューブ１５０の
流体供給路１５０ｈを流れるため、該チューブ１５０の中途位置に接続された水車２１０
ａ及び球体２１０ｂは、回動を開始する。
【０１３９】
　このことからユーザは、水車２１０ａ及び球体２１０ｂの回動を視認することにより、
洗滌消毒工程中に、ポート３３に連通する装置本体２の供給管路２ｈ内の流体の流れを、
ドーム部１ｄから視覚的に確認することで、供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生してい
ないこと、及びポンプ、供給管路２ｈの弁に異常が発生していないことをドーム部１ｄか
ら確認する。即ち、装置本体２から内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿
通用管路に、流体が適切に供給されていることを確認する。
【０１４０】
　他方、装置本体２の供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生している場合、またはポンプ
、供給管路２ｈの弁に異常が発生している場合は、管路２ｈの詰まり等に起因して水車２
１０ａ及び球体２１０ｂは回動しない。
【０１４１】
　このことからユーザは、水車２１０ａ及び球体２１０ｂが回動しないことをドーム部１
ｄから視認することにより、供給管路２ｈに異物等の詰まりが発生していること、または
ポンプ、供給管路２ｈの弁に異常が発生していることを確認する。即ち、装置本体２から
内視鏡１００の送気送水／吸引用管路または処置具挿通用管路に、流体が適切に供給され
ていないことを確認する。その後、ユーザは、装置本体２を停止させる。
【０１４２】
　尚、これらのことは、ポート３４，３５に接続されたコネクタのチューブに、動作部材
２１０を接続した場合でも同様である。
【０１４３】
　このように、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置においては、ポート３３に接続される
チューブ１５０の中途位置に、流体の流れにより回動する水車２１０ａ及び球体２１０ｂ
から構成された動作部材２１０を接続した。
【０１４４】
　このことにより、各ポート３３，３４に連通する装置本体２の供給管路２ｈに、異物等
の詰まり、またはポンプ、弁の異常が発生しているか否かを、洗滌消毒工程中であっても
、水車２１０ａ及び球体２１０ｂが回動しているか否かをドーム部１ｄからユーザは視認
するのみで確認することができる。
【０１４５】
　また、このように、動作部材２１０の水車２１０ａ、球体２１０ｂを用いれば、ポート
３３，３４に連通する装置本体２の各供給管路２ｈ内の流体の流れのみならず、漏水検知
用ポート３５に連通する装置本体２の供給管路２ｈ内の流体の流れも確認することができ
る。即ち、漏水検知用ポート３５への送気が確実に行われていることを確認することがで
きる。
【０１４６】
　よって、低コストにて外観から視覚的に、供給管路２ｈの異物等の詰まり、またはポン
プ、弁の異常の発生確認を簡単に行うことができる。その結果、洗滌消毒工程中に、装置
本体２から内視鏡１００の各管路に、流体が適切に供給されていることを簡単に確認する
ことができる。
【０１４７】
　尚、以下、変形例を示す。 
　本実施の形態においては、コネクタ２５１には、流体供給路と連通する管路は形成しな
いと示した。これに限らず、チューブ１５０の中途位置に、動作部材２１０を接続した後
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、流体供給路１５１ｈと連通する管路１５１ｔを有する第１実施の形態のコネクタ１５１
をポート３３に接続して、動作部材２１０の回動と、コネクタ１５１からの流体の噴出の
両方を確認するようにしても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４８】
　またさらに以下、別の変形例を示す。 
　図１９は、ポートとコネクタとの間に水車を接続した変形例を示す図、図２０は、装置
本体の流体供給路に連通する管路に水車を接続した変形例を示す図である。
【０１４９】
　本実施の形態においては、水車２１０ａ等の動作部材２１０は、チューブ１５０の中途
位置に接続すると示した。これに限らず、図１９に示すように、動作部材２１０の水車２
１０ａ等は、コネクタ２５１とポート３３とをチューブ２６０等で接続した後、該チュー
ブ２６０の中途位置に、接続されていてもよい。
【０１５０】
　さらに、動作部材２１０の水車２１０ａ等は、図２０に示すように、洗滌消毒槽４のテ
ラス部５１から露出するよう、装置本体２の供給管路２ｈに連通する管路２ｔに接続され
て、洗滌消毒槽４に配置されていても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１５１】
　尚、これらのことは、ポート３４，３５に関しても同様である。
【０１５２】
　[付記]
　以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
即ち、
　（１）使用済みの内視鏡を洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置において、
　装置本体に収納された前記内視鏡に設けられている管路に、流体を供給する流体供給路
と、
　前記流体供給路内の前記流体の流れを視覚的に告知する流体告知手段と、
　を具備していることを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５３】
　（２）前記装置本体に、前記内視鏡を収容する洗滌消毒槽を有し、該洗滌消毒槽に、前
記内視鏡の前記管路と連通されるポート部が設けられ、該ポート部が前記流体供給路に設
けられていることを特徴とする付記１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５４】
　（３）前記ポート部と前記内視鏡の前記管路の前記開口とが、連通部材を介して連通さ
れていることを特徴とする付記２に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５５】
　（４）前記流体告知手段は、前記流体供給路に設けられていることを特徴とする付記１
～３のいずれかに記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５６】
　（５）前記流体告知手段は、前記ポート部の上流側に設けられていることを特徴とする
付記４に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５７】
　（６）前記流体告知手段は、前記ポート部に設けられていることを特徴とする付記４に
記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５８】
　（７）前記流体告知手段は、前記連通部材に設けられていることを特徴とする付記４に
記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１５９】
　（８）前記連通部材は、前記ポート部に接続される第１のコネクタと、前記内視鏡の前
記管路の前記開口に連結される第２のコネクタとを有し、
　前記流体告知手段は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタの少なくとも一方に設
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けられていることを特徴とする付記７に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６０】
　（９）前記装置本体に、前記洗滌消毒槽を開閉自在な開閉部材が設けられており、
　前記流体告知手段は、前記装置本体と前記開閉部材との間の空間と前記流体供給路とを
連通する、前記装置本体に設けられた少なくとも孔を有する管路部材であることを特徴と
する付記１～８のいずれかに記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６１】
　（１０）前記管路部材の径は、前記装置本体の前記流体供給路の径の１５～６５％の大
きさであることを特徴とする付記９に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６２】
　（１１）前記流体告知手段は、前記流体供給路に対して着脱自在であることを特徴とす
る付記９または１０に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６３】
　（１２）前記流体告知手段は、前記第１のコネクタと前記第２のコネクタと前記ポート
とのいずれかに対して着脱自在であることを特徴とする付記１１に記載の内視鏡洗滌消毒
装置。
【０１６４】
　（１３）前記流体告知手段は、前記装置本体と前記開閉部材との間の空間と、前記流体
供給路とを連通するチューブであることを特徴とする付記１２に記載の内視鏡洗滌消毒装
置。
【０１６５】
　（１４）前記流体告知手段は、前記流体の流動に応じて動作する動作部材であることを
特徴とする付記１１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６６】
　（１５）前記動作部材は、回動部材であることを特徴とする付記１４に記載の内視鏡洗
滌消毒装置。
【０１６７】
　（１６）前記流体告知手段は、前記開閉部材に備えられていることを特徴とする付記１
～１５のいずれかに記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６８】
　（１７）前記開閉部材は、少なくともその一部が透明部材により形成されていることを
特徴とする付記１６に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１６９】
　（１８）前記開閉部材に、前記流体が流れている位置を示す指標が設けられていること
を特徴とする付記１６または１７に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７０】
　（１９）前記指標は、シール部材から構成されていることを特徴とする付記１８に記載
の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７１】
　（２０）前記指標は、前記開閉部材に一体に形成されていることを特徴とする付記１８
に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７２】
　（２１）内部に管路を備えた内視鏡が配置される洗滌消毒槽と、
　前記内視鏡の管路に流体を供給するために前記洗滌消毒槽に設けられたポート部と、
　前記ポート部に接続可能な第１のコネクタおよび前記内視鏡に連結される第２のコネク
タを備え、前記管路および前記ポートに連通する流路を備えたチューブと、
　前記ポート部から前記流体か供給されていることを告知する流体告知手段と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７３】
　（２２）内部に管路を備えた内視鏡が配置される洗滌消毒槽と、
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　液体供給源に接続されるとともに、前記内視鏡の管路に液体を供給するために前記洗滌
消毒槽に設けられたポート部を備えた流体供給路と、
　前記ポート部に接続可能な第１のコネクタ及び前記内視鏡に連結される第２のコネクタ
を備え、前記流体供給路及び前記ポート部に連通する流路を備えたチューブと、
　前記流体供給路から分岐された管路を形成するとともに、前記チューブに流体が供給さ
れた際に同時に流体が供給されることによって、前記チューブに前記流体が供給されてい
ることを告知する流体告知手段と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７４】
　（２３）内部に管路を備えた内視鏡が配置される洗滌消毒槽と、
　液体供給源に接続されるとともに、前記内視鏡の管路に液体を供給するために前記洗滌
消毒槽に設けられたポート部を備えた流体供給路と、
　前記ポート部に接続可能な第１のコネクタ及び前記内視鏡に連結される第２のコネクタ
を備え、前記前記ポートに連通する流路を備えたチューブと、
　前記ポート部から分岐された流体供給路を形成するとともに前記チューブに流体が供給
された際に、同時に流体が挿通されることによって、前記チューブに流体が供給されてい
ることを告知する流体告知手段と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１７５】
　（２４）付記１～２３に記載の内視鏡洗滌消毒装置における点検方法において、
　洗滌工程中に、前記装置本体、前記ポート部、前記連通部材にそれぞれ設けられた流体
告知手段の内、少なくとも１つの流体告知手段から噴出した流体を、前記開閉部材から確
認する手順を具備していることを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置における点検方法。
【０１７６】
　（２５）内視鏡洗滌消毒装置における点検方法において、
　洗滌工程中に、前記回動部材の回動を前記開閉部材から確認する手順を具備しているこ
とを特徴とする付記２４に記載の内視鏡洗滌消毒装置における点検方法。
【図面の簡単な説明】
【０１７７】
【図１】本発明の第１実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図。
【図２】図１のトップカバーが開成され、洗滌消毒槽に内視鏡が収容自在な状態を示す内
視鏡洗滌消毒装置の斜視図。
【図３】図２の送気送水／鉗子口用ポートとチューブのコネクタとの接続状態を示す拡大
断面図。
【図４】図３のコネクタのみをさらに拡大して示した断面図。
【図５】図４のコネクタをＶの方向から見た背面図。
【図６】図２のトップカバーの部分拡大上面図。
【図７】図６の指標のマークの変形例を示すトップカバーの部分拡大上面図。
【図８】図７のマークを凸状に形成した例を示す図。
【図９】図７のマークをトップカバーの閉塞面に凹状に形成した例を示す断面図。
【図１０】洗滌消毒工程中の図１の洗滌消毒槽とトップカバーとを示した図。
【図１１】内視鏡の管路の開口に接続するチューブのコネクタに、流体供給路に挿通する
管路を設けた変形例を模式的に示す図。
【図１２】洗滌消毒装置のポート及び内視鏡の管路の開口に接続するチューブの各コネク
タに、流体供給路に挿通する管路を設けた変形例を模式的に示す図。
【図１３】洗滌消毒装置のポート及び内視鏡の管路の開口に接続するチューブに流体供給
路に挿通する管路を設けた変形例を模式的に示す図。
【図１４】図２の装置本体のポートが洗滌消毒槽の底面と略平行なテラス部に設けられて
いる変形例の際のポートとコネクタとの接続状態を示す図。
【図１５】図２の装置本体のポートが洗滌消毒槽の底面と略垂直なテラス部に設けられて
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【図１６】流体供給路と連通する管路をコネクタ以外に設けた変形例を示す図。
【図１７】流体供給路と連通する管路を流体供給路に対して着脱自在なチューブにより構
成した変形例を示す図。
【図１８】本発明の第２実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の洗滌消毒槽のポートに、
動作部材を有するチューブのコネクタが接続された状態を示す図。
【図１９】ポートとコネクタとの間に水車を接続した変形例を示す図。
【図２０】装置本体の流体供給路に連通する管路に水車を接続した変形例を示す図。
【符号の説明】
【０１７８】
１…内視鏡洗滌消毒装置
１ｄ…ドーム部
２…装置本体
２ｈ…装置本体の流体供給路
２ｔ…管路
３…トップカバー
　４…洗滌消毒槽
　３３…送気送水／鉗子口用ポート
　３３ｈ…流体供給路
　３３ｔ…管路
　３４…副送水／鉗子起上用ポート
　３５…漏水検知用ポート
　３７…送気送水／吸引用管路の開口
　３８…送気送水／吸引用管路の開口
　４０…処置具挿通用管路の開口
　４８…副送水／鉗子起上用管路の開口
　７０…指標
　７０ａ～７０ｃ…マーク
　９０…装置本体とトップカバーとの間の空間
　１００…内視鏡
　１５０…チューブ
　１５０ｈ…流体供給路
　１５１…第１のコネクタ
　１５１ｈ…流体供給路
　１５１ｒｈ…流体供給路
　１５１ｔ…管路
　１５２…第２のコネクタ
　２１０…動作部材
　２１０ａ…水車
　２１０ｂ…球体
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